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確実な管理体制と運営のためのネットワーク
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女子大学リスク管理本部大学リスク管理本部 高中小幼リスク管理本部

　想定されるリスクを未然に防ぐ管理体制として、学校法人に「同志社リスク管理本部」を常設するととも
に、各学校にも「リスク管理本部」を置いています。法人に置く本部は、総長、理事長、学務理事、財務理事、法人
部各部長で構成し、理事長が本部長を務めます。各学校に置く本部は、各学校の長が本部長を務めます。
　リスク管理本部では、リスクの予測・調査、リスク管理の計画・実施・点検評価、リスク管理意識の啓発など、
リスクに関わるすべての任務を遂行することになっています。
　平常時は、法人の本部構成員と各学校の本部長らで組織するリスク管理連絡会を定期的に開催して、情報
の収集、共有、啓蒙に努めます。
　リスク発生時には、ただちに法人および該当する学校に緊急対策本部を設置します。緊急事態では迅速
かつ的確な判断が求められるので、緊急対策本部は、リスク管理本部の中心メンバーによる機動的な体制
を敷き、各本部間で緊密な連携をとりながらリスクへの対処にあたります。 

理事長（本部長、CRO＝Chief Risk Officer）、総長
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女子大学長（本部長）
女子大学総務部長、他

大学長（本部長）
大学副学長、他

校長（本部長）
事務長、他



 

同志社リスク管理本部規程 
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制定 

  

 改正 2009年４月17日 2016年10月29日  

   2017年10月19日    

第１条 この規程は、学校法人同志社及び法人内各学校（以下「各学校」という。）の教育研究と管

理運営を阻害する事態の発生を未然に防ぐために必要なリスク管理を行うことを目的とする。  

第２条 第１条の目的を遂行するために、同志社リスク管理本部（以下「本部」という。）を置く。  

２ 各学校に、リスク管理本部を置く。 

第３条 本部は、次の者をもって構成する。 

(１) 総長 

(２) 理事長 

(３) 学務理事 

(４) 財務理事 

(５) 法人部法人事務部長 

(６) 法人部企画部長 

(７) 大学総務部長 

(８) 大学財務部長 

(９) 大学施設部長 

２ 本部に本部長を置き、本部長は理事長とする。 

３ 本部長が必要と認めた場合は、第１項に規定する以外の者を構成員とすることができる。  

第４条 本部は、次に掲げる任務を遂行する。 

(１) リスクの予測及び調査 

(２) リスク管理の計画・実施・点検評価 

(３) リスク管理意識の啓発 

(４) 各学校のリスク管理本部との連携 

(５) リスク管理に関連する外部機関との連絡交渉 

(６) リスク管理に関連する記録の作成及び管理 

(７) その他必要な事項 

第５条 本部と法人内各学校が連携して必要なリスク管理を行うために、本部と法人内各学校長をも

ってリスク管理連絡会を組織し、定期的に開催する。 

第６条 この規程に関する事務は、法人部法人事務部法人事務室が行う。 

第７条 この規程の改廃は、理事会において決定する。 

附 則 

この規程は、2006年７月29日から施行する。 

附 則 

この規程は、2009年５月１日から施行する。 

附 則 

この規程は、2016年11月１日から施行する。 

附 則 

この規程は、2017年11月１日から施行する。  


